
 

 

お客様各位 

 

柏崎信用金庫 

 

 

「省エネルギー設備投資利子補給金」制度における指定金融機関の決定について 

 

 
 柏崎信用金庫は経済産業省の補助事業である「令和６年度 省エネルギー設備投資利子補給

金」制度において指定金融機関となりましたので、お知らせいたします。 

 本制度は、エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備の新設や増設をするための設備融資

に対して、最長１０年間、最大１．０％の利子補給が受けられるものです。 

 

記 

 

【制度概要】 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

  柏崎信用金庫 地域支援室 電話：０２５７－２４－３３２１ 

 

 

以上 

所轄省庁 経済産業省 資源エネルギー庁 

対象事業 

以下要件のいずれかを満たす事業への融資が対象  
・エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設・増設する事業  
・省エネルギー設備を新設・増設し、工場・事業場全体におけるエネ
ルギー消費原単位が１％以上改善される事業  

・データセンターのクラウドサービス活用やＥＭＳ導入等による省エ
ネルギー取組に関する事業  

融資資金使途  対象事業に該当する省エネルギー設備の新設・増設に関わる経費及び付帯事業 

融資利率 当金庫所定利率（固定金利） 

利子補給率 最大１.０％ 

利子補給金支払  年２回  

利子補給期間  最大１０年間（導入設備の法定耐用年数が上限）  

受付期間 

令和６年度受付は終了しました  

（参考：令和６年度のスケジュール） 

第１回  ２０２４年５月２４日  ～  ６月２１日  

第２回  ２０２４年６月２８日  ～  ８月９日  

第３回  ２０２４年８月１６日  ～  ９月２７日  

第４回  ２０２４年１０月４日  ～  １１月８日  

※令和７年度につきましては、改めてご案内させていただきます  


